山口県産木材品質向上対策事業実施要領
（制定　令和８年４月１日付け令7森林企画第864号）

（趣旨）
第１　山口県産木材品質向上対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について
は、山口県補助金等交付規則（平成18年12月５日付け山口県規則第138号）（以下「規則」という。）、山口県産木材品質向上対策事業補助金交付要綱（令和８年４月１日付け令７森林企画第765号。以下「要綱」という。）に定めのあるものを除くほか、この要領に定めるところによるものとする。

（補助の対象）
第２　補助の対象経費については、別紙のとおりとする。

（事業実施計画）
第３　補助金の交付申請をしようとする者（以下、「補助事業者」という。）は、あらかじめ別記第1号様式により事業実施計画書を作成し、所轄の農林水産事務所又は農林事務所の長（以下「所長」という。）に提出するものとする。
２　所長は、前項の事業計画書を受理したときは、審査・取りまとめの上、知事に提出するものとする。

（事業実施計画書の審査・認定）
第４  知事は、提出された事業実施計画書について内容を確認の上、別に定める審査要領に基づき計画内容について審査を行い、計画内容の適否について審査を行う。
２　知事は、適当と認められる事業計画書等について、これらを認定する。
３　知事は、審査の上、事業計画の認定の可否について、別記第２号様式により、補助事業者及び所長に通知する。

（補助金の交付決定）
第５　所長は、補助事業者から提出された補助金交付申請書(要綱別記第１号様式)の内容を審査し、適当と認めるときは、別記第３号様式により交付決定を当該補助事業者に通知する。
２　所長は、前項の通知をしたときは、関係書類を添えて知事に報告するものとする。

（変更の承認）
第６　所長は、補助事業者から提出された補助金変更等承認申請書（要綱別記第２号様式）の内容を審査し、適当と認めるときは、別記第４号様式により変更承認を当該補助事業者に通知する。

（事業の実施）
第７　事業は、第３の事業実施計画に基づいて、それぞれの補助事業者が所要の手続を経て実施するものとする。

（検査）
第８　所長は、要綱第６条に定める実績報告書の提出があった場合は、実績報告書の内容に基づき関係書類の検査を行うものとする。

（補助金の額の確定）
第９　所長は、規則第12条に規定する補助金の額の確定通知を、別記５号様式により補助事業者に通知する。

（財産の管理等）
第10　補助事業者は、交付金事業により取得し又は効用の増加した財産については、交付金事業完了後においても、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、交付金交付の目的に従って使用し、その効率的な運営を図らなければならない。

（財産の処分の制限）
第11　補助事業者は、交付金事業により取得し又は効用の増加した財産（機械及び器具については、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のもの）について、農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和31年農林省令第18号）第５条に規定する期間（以下「処分制限期間」という。）中に、処分しようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

（補助金の整理及び帳簿類の保管）
第12　補助事業者は、この交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を、当該事業終了の翌年度から起算して５年間整備保管しなければならない。
２　補助事業者は、交付金事業により取得し又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、前項に規定する帳簿等に加え、別記第６号様式の財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。




附　則
　１　この要領は、令和８年４月１日から施行する。
　




別表１
	メニュー
	区分
	経費
	補助率
補助上限

	JAS取得に関する取組支援
	JAS取得支援
	JAS取得に必要な費用

・検査料
・認定手数料
・認定に必要な研修の受講料及び旅費
・公的試験機関での検査に要する検査料、運搬費

	補助率：1/2以内
補助上限
25万円/件

	
	品質確認に係る器械費用支援
	自社で大型機械導入に依らず、必要最小限の確認に用いる器械の購入に要する費用

・木材水分計
・デジタルノギス
・木材品質管理システム
・その他
	

	木材の品質向上に資する機械導入支援
	機械導入費用支援
	機械導入に係る費用

・モルダー
・グレーディングマシン
・その他

	補助率：1/2以内


(注意)
１　費用算出にあたり過大とならないよう十分精査すること。
２　区分「JAS取得支援」では、JAS規格毎の応募が可能とする。ただし、応募者多数の場合は審査により決定する。
３　区分「JAS取得支援」で補助金の交付を受けようとする補助事業者は、事業実施年度から2年以内に新たにJASの認証を取得すること










別記第１号様式（第３条関係）
	


作成年度　　年度　












山口県産木材品質向上対策事業補助金
事業実施計画書














事業実施主体名


別記第１号様式の付（第３条関係）

　令和８年度山口県産木材品質向上対策事業補助金実施計画書

	事業実施期間
	

	事業の目的
	

	事業メニュー
	

	事業区分
	

	事業の内容
	

	事業費
	

	現状と課題
	

	事業実施後の目標
	


※見積書等の根拠資料を添付すること















別記第２号様式（第４条関係）
　　番　　　　　号　
年　　月　　日　

（申請者氏名）　　様

　　　　　　山口県農林水産部長　

年度山口県産木材品質向上対策事業の審査結果について

　年　　　月　　　日付けで提出のあった　　　年度山口県産木材品質向上対策事業の事業計画書等について、内容を審査した結果、事業採択（不採択と）することを決定しましたので通知します。
また、下記金額を補助金として交付する予定です。
つきましては、別添の山口県産木材品質向上対策事業補助金交付要綱第４条に基づく補助金交付申請書を所管の農林（水産）事務所に提出してください。
なお、事業実施にあたっては、下記事項に留意されるようにお願いします。

記
１　補助金交付予定額
（　　　　　）円

２　留意事項
（１）共通事項

（２）個別事項









別記第３号様式（第５条関係）
指令　　　　番　　　　号


                                          申請者
                                            氏名                   　   


　　　　年　　月　　日付け　　第　　号で申請のあった　　　　年度山口県産木材品質向上対策事業補助金については、山口県補助金等交付規則第４条の規定に基づき、下記条件を付して金　　　　 　　 円を交付します。

　　　　　　年(　　年)　　月　　日

                                            山口県知事　　　 　印

記

１　交付の対象となる補助金は、　　　　年　　月　　日付け　　第　　号で申請のあった山口県産木材品質向上対策事業補助金とし、その内容は、申請書記載のとおりとする。
２　内容が変更された場合における補助金の額については、別に通知するところによるものとする。
３　補助金交付の条件は、次のとおりとする。
補助事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）、農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和31年農林省令第18号）、山口県補助金等交付規則（平成18年山口県規則第138号）、山口県産木材品質向上対策事業補助金交付要綱（令和８年４月１日付け令７森林企画第765号）、山口県産木材品質向上対策事業実施要領（令和８年４月１日付け令７森林企画第864号）及びその他関係通達に従わなければならない。


別記第４号様式（第６条関係）

                                                指令　　第　　号


                                           申請者　住所
                                             　　　氏名


　　年　月　日付け　　第　　号で変更承認申請のあった　　　年度山口県産木材品質向上対策事業補助金については、申請のとおりこれを承認し、下記のとおり変更します。


　　年（　　年）　月　　日


                                             山口県知事　　　　　　　　　



記

１　補助金額の変更は次のとおりとする。
	既交付決定額
	今回交付決定額
	合計

	円
	円
	円



２　交付条件については、　　　　年　　月　　日付け指令　　第　　号による交付決定通知のとおりとする。









別記第５号様式（第９条関係）

　　　年度山口県産木材品質向上対策事業補助金の額の確定について（通知）


番　　　　　号
年　　月　　日

　（申請者名）　　　　　　　様


                                            山口県知事　　　　　　　印


　　　　　年　　月　　日付け　　第　　号で報告のあった　　　　年度山口県産木材品質向上対策事業補助金については、金　　　　　　　　円に確定します。

























別記第６号様式
財　産　管　理　台　帳

	補助事業者名
	

	事業実施年度
	

	補助事業名
	



	取得した財産名
	設置場所
または
保管場所
	取得日
	総事業費
	経費負担区分
	処分制限期間
	処分状況

	
	
	
	
	補助金
	その他
	耐用年数
	処分制限
年月日
	処分内容
	承認年月日

	
	
	・・・
	
	
	
	
	・・・
	
	・・・

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(注)：１　処分制限年月日には、処分制限の終期を記入すること。
　　　２　処分の内容欄には、譲渡、交換、貸付け、担保提供等別に記入すること。
　　　３　この書式により難い場合には、処分制限期間欄及び処分の状況欄を含む他の書式をもって財産管理台帳に代えることができる。

